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日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処理施設、高速増殖原型炉 

もんじゅ及び新型転換炉原型炉ふげんの廃止措置の状況について 

 

令和 2 年 6 月 17 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

本年 2 月 19 日に行われた原子力規制委員会と日本原子力研究開発機構（以下「原子

力機構」という。）経営層との意見交換において、原子力規制委員会から、昨年 12月に

申請された核燃料サイクル工学研究所再処理施設（以下「東海再処理施設」という。）

の安全対策に係る廃止措置計画の変更認可申請の内容に対し、安全対策に関する議論を

一つ一つ確実に進めていくため、先ず津波の遡上解析、次に建屋の応答解析に関して審

査を行うこと、原子力機構が予定している本年 5月の補正を待つことなく、東海再処理

施設安全監視チーム会合（以下「東海監視チーム」という。）で議論を進めていくこと

との指摘があり、原子力機構はこの指摘を承諾した。 

これを受けて、東海監視チームでは、3月以降本日までに会合を計 5回開催し、会合

終了時に「議論のまとめ」として、主な指摘や議論の結果を明確にして着実に議論を進

め、5月に原子力機構から当該廃止措置計画変更認可申請の補正が提出された。 

この補正の内容について、高速増殖原型炉もんじゅ及び新型転換炉原型炉ふげんの廃

止措置の状況と併せて報告する。 

 

１．東海再処理施設  

（１）廃止措置計画変更認可申請（安全対策）について 

〇東海監視チームにおける議論を踏まえ、原子力機構が、昨年 12月の変更認可申請

の内容から、本年 5 月 29 日に補正した主な内容は以下のとおりである。【添付資

料参照】 

・安全対策とその実施に係る全体スケジュールを追記 

 高放射性廃液貯蔵場（ＨＡＷ）とガラス固化技術開発施設（ＴＶＦ）の津波、

地震対策を最優先課題として位置付け。今後の変更申請時期を含む安全対策

のための工事を含めた全体スケジュールを提示。 

・ＨＡＷ及びＴＶＦの津波、地震対策の基本的考え方を明確化 

 津波対策については、津波の東海再処理施設内への遡上に伴い、当初は、Ｈ

ＡＷ施設内部への浸水を許容するという説明であったが、東海監視チームと

の議論の結果、既に認可を受けた廃止措置計画用設計津波に対し、建屋に浸

水させない設計と変更。また、船舶等の漂流物を想定して、ＨＡＷ及びＴＶ

Ｆ周辺に漂流物からの防護柵を設置。 

・ＨＡＷ建屋、設備の地震応答解析及び津波に対する建屋の健全性評価を追記 

 地震対策については、既に認可を受けた廃止措置計画用設計地震動に対して、
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建屋・機器が安全機能を損なわないことを確認。なお、ＨＡＷ内の高放射性

廃液貯槽の据付ボルトのせん断強度評価において、弾性範囲を超えるおそれ

が否定できないため、貯槽の廃液の液位を満水状態ではなく弾性範囲内で管

理できる液位状態として算定するとともに、保安規定にも当該液位状態での

管理を明確に位置付け。 

 設計上考慮する津波荷重について、周辺の建屋の低減に期待しないとして水

深係数に３を用いて保守的に算定。 

 本年 7月からＨＡＷの耐震性向上のための地盤改良工事に着手。 

・本件認可手続きについては、長官の専決決裁により進める予定。 

〇また、本件補正以降原子力機構は、自ら定めた安全対策に係る優先順位を踏まえ、

本年 7 月、10 月、来年 1 月、4 月の 4 回に分けて、以下の内容を含めて変更申請

する計画としている。 

・ＴＶＦ建屋、設備の地震応答解析及び津波に対する建屋の健全性評価を追記 

・ＨＡＷやＴＶＦ以外のその他施設に係る安全対策は、各施設の保有している放射

性物質の量等に関する情報を 7 月までに整理し、廃止措置計画用設計地震動や

廃止措置計画用設計津波の影響評価を踏まえて対応。1 

・事故対処の方法や配備する設備に関する有効性の評価に係る内容は 7 月に変更

申請を予定。 

（２）ガラス固化処理の再開について 

原子力機構は、ガラス溶融炉の流下ノズルに接触しない加熱コイルの内径に変更

した結合装置を製造し直し、来年 5月よりガラス固化処理を再開するとしている。 

 

２．高速増殖原型炉もんじゅ 

（１）廃止措置の状況（燃料体の取出し作業の状況）について 

〇高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）の廃止措置は、平成 30年以

降約 30年の期間にわたり行われる計画である。現在、もんじゅでは、第 1段階と

して炉心の燃料体の取出し作業（炉心から全ての燃料体を取り出して水プールへ

移送する作業）が実施されており、令和 4年度までに終了する計画である。 

〇燃料体の取出し作業は、燃料体を炉心から炉外燃料貯蔵槽（ＥＶＳＴ）まで移送す

る作業と、ＥＶＳＴから水プールへ移送する作業（以下「燃料体処理作業」とい

う。）に分けて実施されている。本年の燃料体処理作業は、130 体を計画し、本年

4月に計画していた作業は完了している。 

〇原子力機構は、計画していた燃料体処理作業後、5月の時点でＥＶＳＴに保有して

いた 44 体を水プールへ移送するため、燃料体処理作業を追加することを判断し、

                              
1 東海監視チームにおいて、原子力機構は、その他施設の安全対策については、廃止措置検討用設計津

波を考慮するのではなく、茨城県が想定する最大クラスの津波（L2津波）を考慮したいとして説明があ

った。原子力規制庁からは、その他施設特に分離精製工場等の保有するリスクの考え方が十分整理され

たところで、その妥当性を改めて説明するよう求めている。 
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5月 15日から追加作業を開始し、6月 1日をもって完了した。 

〇今後、原子力機構は、設備点検を実施し、燃料体を炉心からＥＶＳＴまで移送する

作業を、令和 3年 1月より開始する予定としている。 

（２） 廃止措置計画変更認可申請（模擬燃料体の部分装荷）について 

〇もんじゅの炉心は、燃料体を取り出した後、当該箇所に模擬燃料体を装荷するこ

とを基本としているが、令和 4 年に計画している最終回の燃料体取出し作業にお

いて、炉心の一部に模擬燃料体を装荷しないこととする廃止措置計画変更が原子

力機構から昨年 7月に申請された。 

〇もんじゅ廃止措置安全監視チーム会合において、本変更に伴う原子力施設の安全

性について、主に地震時の炉心における燃料体の健全性などを確認した結果、既

許認可により確認されている原子炉施設の安全性を損なうものでないこと、燃料

体の取出し作業への影響がないことなどを確認した。これらを踏まえ、本申請に

ついて本年 5月 29日に認可した。 

 

３．新型転換炉原型炉ふげん 

（１）廃止措置の状況について 

〇新型転換炉原型炉ふげん（以下「ふげん」という。）の廃止措置は、平成 19年以降

約 25年の期間にわたり行われる計画である。当該廃止措置計画では、全体工程を

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間、原子炉周辺設備解体撤去期間、原子炉本

体解体撤去期間、建屋解体撤去期間のそれぞれ第 1 から第 4 段階に分けて実施す

るとしており、現在、第 2段階として、原子炉周辺設備、タービン設備の機器撤去

等を実施中である。 

〇原子力機構は、ふげん及び東海再処理施設に保管している使用済燃料について、

令和 5 年度からの搬出を計画しており、搬出のために使用する輸送容器の設計承

認を本年 2月 28日に申請している。 










